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ペ
ー
ジ

人
事
委
員
会

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

一

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
六
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

二

〇
人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

二

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
一
―
二
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職 

　

員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

二

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
二
―
一
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
）

　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

三

〇
人
事
委
員
会
の
権
限
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
委
任
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

三

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

髙　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七

－
二

－
五
十
九

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七

－

二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
八
号
）
に
基
づ
き
、

人
事
委
員
会
規
則
七
―
二
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
四
条
第
四
項
中
「
総
括
検
視
官
」
の
下
に
「
又
は
検
視
官
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条　

削
除

　

第
二
十
六
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
同
条
と
す
る
。

　

第
二
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
鑑
識
手
当
）

第 

二
十
七
条　

条
例
第
三
十
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
指
紋
等
を
利
用
し
て
行
う
犯
罪
鑑
識
作
業
（
電
子

情
報
処
理
機
器
の
端
末
を
操
作
し
て
行
う
デ
ー
タ
の
検
索
、
抽
出
及
び
入
力
作
業
を
除
く
。）
及
び
理
化
学
、
法
医

学
又
は
銃
器
弾
薬
類
の
知
識
を
利
用
し
て
行
う
鑑
定
又
は
実
験
作
業
と
す
る
。

　

第
二
十
八
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
交
通
取
締
用
自
動
車
で
」
を
削
り
、「
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
に

お
け
る
高
速
道
路
警
ら
用
無
線
自
動
車
」
を
「
高
速
道
路
（
高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
速
自
動
車
国
道
及
び
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
十
条
第
一

項
に
規
定
す
る
自
動
車
専
用
道
路
（
一
般
国
道
四
十
八
号
の
区
間
内
の
自
動
車
専
用
道
路
を
除
く
。）
を
い
う
。）
上
で

の
交
通
取
締
り
を
行
う
交
通
取
締
用
自
動
車
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削

り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２ 　

条
例
第
三
十
一
条
第
二
項
第
三
号
イ
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
一
般
国
道
四
十
八
号
の
区
間
内
の
自
動
車
専
用

道
路
と
す
る
。

　

第
二
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
警
ら
手
当
）

第 

二
十
九
条　

条
例
第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
無
線
自
動
車
、
鑑
識
車
、
警
備
特
殊
車

等
と
す
る
。

　

第
三
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
条　

削
除

　

第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
又
は
高
速
道
路
交
通
警
察
隊
」
を
削
る
。

　

第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
三
条　

削
除

　

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
第
三
十
七
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
を
「
第
三
十
七
条
第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

条
例
第
三
十
七
条
第
一
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。

　

一　

違
反
行
為
に
係
る
車
両
が
逃
走
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
車
両
の
追
跡
の
業
務

　

二　

違
反
行
為
に
係
る
車
両
の
確
保
、
運
転
者
の
逮
捕
等
の
た
め
に
行
う
捜
査
の
業
務

　

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
警
察
本
部
長
が
任
命
し
た
」
の
下
に
「
主
任
術
科
指
導
員
又
は
警
察
本
部
長
が
指
定
し
た
」

を
加
え
る
。

　

第
三
十
六
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
を
「
第
三
十
九
条
第
一
項
第
二
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号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
を
「
第
三
十
九
条
第

一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

　

第
三
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条　

削
除

　

附
則
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

　

（
災
害
応
急
作
業
等
手
当
の
特
例
）

３ 　

条
例
附
則
第
八
項
第
一
号
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
一
号
機
か

ら
四
号
機
ま
で
の
原
子
炉
建
屋
と
す
る
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４ 　

条
例
附
則
第
八
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
配
管
等
の
設
備
が
故
障
し
、
又
は
損
傷
し
た
こ
と
に
伴
い
、

漏
洩
し
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
放
射
線
の
被
ば
く
の
危
険
が
生
じ
て
い
る
現
場
に
お
い
て
行
う
確
認
の
作
業
と
す
る
。

５　

条
例
附
則
第
八
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
免
震
重
要
棟
と
す
る
。

６ 　

条
例
附
則
第
十
項
の
作
業
に
従
事
し
た
時
間
に
は
、
条
例
附
則
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
と
な

る
手
当
に
係
る
作
業
に
従
事
し
た
時
間
を
含
む
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
六
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

髙　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七

－

十
六

－

四
十
四

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七

－

十
六
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
十
六
（
給
料
の
調
整
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中
拓
桃
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

家
畜
保
健
衛
生
所

⑴ 　

家
畜
の
病
性
鑑
定
の
業
務
に
直

接
従
事
す
る
こ
と
を
本
務
と
す
る

獣
医
師

二

⑵ 　

家
畜
の
診
療
又
は
家
畜
伝
染
病

の
予
防
若
し
く
は
防
疫
に
関
す
る

業
務
に
直
接
従
事
す
る
こ
と
を
本

務
と
す
る
獣
医
師

一
・
五

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

髙　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
七

－

十
八

－

五
十
六

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七

－

十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
委

員
会
規
則
七
―
十
八
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
知
事
の
項
中

「

土
木
事
務
所
（
仙
台
土
木

事
務
所
及
び
気
仙
沼
土
木

事
務
所
を
除
く
。）

所

長

三
種

副

所

長

地
域
事
務
所
長

四
種

を

技

術

副

所

長

五
種

」

「

土
木
事
務
所
（
仙
台
土
木

事
務
所
及
び
気
仙
沼
土
木

事
務
所
を
除
く
。）

所

長

三
種

に
改
め
、
同
表
県
警
察
の
項
中

副

所

長

地
域
事
務
所
長

四
種

技

術

副

所

長

五
種

ダ
ム
管
理
事
務
所
長

六
種

」

「

課

長

総

務

企

画

官

公
安
委
員
会
補
佐
室
長

警

務

企

画

官

」
を
「

課

長

公
安
委
員
会
補
佐
室
長

総
合
企
画
室
長

警

務

企

画

官

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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人
事
委
員
会
規
則
十
一
―
二
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

髙　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
一

－

二

－

六
十
一

　
　
　

 

人
事
委
員
会
規
則
十
一

－

二
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規

則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
人
事
委
員
会
規
則
十
一
―
二
（
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
地
方
公
共
団
体
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
名
取
市
の
項
中

「

図
書
館

館
長

を

市
民
体
育
館

館
長

」

「

図
書
館

館
長

」
に
改
め
、
同
表
角
田
市
の
項
中

「

図
書
館

事
務
長

」
を

「

図
書
館

事
務
長

に
改

郷
土
資
料
館

館
長

」

め
る
。

　

別
表
第
二
白
石
市
外
二
町
組
合
の
項
中
「
院
長
」
を
「
院
長　

院
長
補
佐
」
に
、「
課
長　

室
長
」
を
「
課
長
」
に

改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

人
事
委
員
会
規
則
十
二
―
一
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

髙　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
二

－

一

－

十
八

　
　
　

 

人
事
委
員
会
規
則
十
二

－

一
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

　

人
事
委
員
会
は
、
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
三
号
）

に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
規
則
十
二
―
一
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
中

「

公
益
財
団
法
人
慶
長
遣
欧
使
節
船
協
会
（
平
成
四
年

一
月
二
十
二
日
に
財
団
法
人
慶
長
遣
欧
使
節
船
協
会

と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）

石
巻
市

を

財
団
法
人
東
北
自
治
研
修
所
（
昭
和
三
十
九
年
三
月

十
日
に
財
団
法
人
東
北
自
治
研
修
所
と
い
う
名
称
で

設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）

黒
川
郡
富
谷
町

」

「

公
益
財
団
法
人
東
北
自
治
研
修
所
（
昭
和
三
十
九
年

三
月
十
日
に
財
団
法
人
東
北
自
治
研
修
所
と
い
う
名

称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）

黒
川
郡
富
谷
町

」
に
改
め
、
同
表
社
団
法
人
宮
城
県
林

業
公
社
（
昭
和
四
十
一
年
六
月
二
十
三
日
に
社
団
法
人
宮
城
県
林
業
公
社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）

の
項
中
「
社
団
法
人
宮
城
県
林
業
公
社
（
」
を
「
一
般
社
団
法
人
宮
城
県
林
業
公
社
（
」
に
改
め
、
同
表
社
団
法
人
宮

城
県
農
業
公
社
（
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
十
一
日
に
社
団
法
人
宮
城
県
農
地
管
理
公
社
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法

人
を
い
う
。）
の
項
中
「
社
団
法
人
宮
城
県
農
業
公
社
」
を
「
公
益
社
団
法
人
み
や
ぎ
農
業
振
興
公
社
」
に
改
め
、
同
表

地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
病
院
機
構
の
項
中
「

仙
台
市

」
を
「

名
取
市

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
社
団
法
人
宮
城
県
国
際
経
済
振
興
協
会
（
平
成
四
年
十
月
二
十
三
日
に
社
団
法
人
宮
城
県
国
際
経
済
振
興

協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）
の
項
中
「
社
団
法
人
宮
城
県
国
際
経
済
振
興
協
会
（
」
を
「
公
益

社
団
法
人
宮
城
県
国
際
経
済
振
興
協
会
（
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
人
事
委
員
会
告
示
第
四
号

　

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
二
―
二
（
他
の
機
関
及
び
事
務
局
長
に
対
す
る
権
限
の
委
任
）
に
基
づ
き
、
平

成
十
三
年
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号
（
人
事
委
員
会
の
権
限
（
特
殊
勤
務
手
当
）
の
一
部
委
任
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
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に
改
正
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
人
事
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

髙　
　

橋　
　

俊　
　

一　
　
　

一　

二
中
㈧
及
び
㈨
を
削
り
、
㈩
を
㈧
と
し
、
十一
か
ら
十四
ま
で
を
㈨
か
ら
十二
ま
で
と
す
る
。

二　

こ
の
告
示
の
効
力
の
発
生
す
る
日

　
　

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日　
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